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公
園
を
利
用
す
る
場
合
の

注
意
点

　

犬
な
ど
の
ペ
ッ
ト
と
散
歩
を
さ

れ
る
か
た
は
フ
ン
の
始
末
な
ど
、
他

の
利
用
者
が
不
快
な
思
い
を
し
な

い
よ
う
に
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

公
園
を
利
用
す
る
際
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防

青
森
市
グ
リ
ー
ン
・
ブ
ル
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
活
動
支
援
事
業

　

グ
リ
ー
ン
・
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ

ム
に
取
り
組
む
農
漁
業
者
や
関
連

事
業
者
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

対
象
者
…
市
内
に
住
所
を
有
す
る

農
漁
業
者
等
、
ま
た
は
農
漁
業

者
等
と
連
携
し
て
事
業
を
行
う

関
連
事
業
者
等

補
助
対
象
経
費
例
…

①
農
家
民
泊
の
実
施
に
必
要
な
許

可
手
数
料
や
施
設
整
備
、
新
し

い
体
験
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
に
必

要
な
設
備
設
置
費
や
Ｐ
Ｒ
経
費

な
ど
（
補
助
率
３
分
の
２
、
上

限
30
万
円
）

②
既
に
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る

農
漁
業
者
や
関
連
事
業
者
等

が
、
農
漁
業
体
験
等
の
受
入
環

境
向
上
の
た
め
の
設
備
設
置
や

修
繕
を
行
い
、
活
動
を
さ
ら
に

広
げ
る
た
め
の
経
費
（
補
助
率

３
分
の
１
、
上
限
６
万
円
）

問
農
業
政
策
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
４
）

６６月月2525日は　日は　無事故の日無事故の日
む じこ

　市では、６月25日を「青森市民交

通安全行動の日」と定めています。

自分自身を交通事故から守るため、

また、大切な人を交通事故の被害者

や加害者にしないためにも、家族や

地域ぐるみで交通ルールの遵守と交

通マナーの徹底を心掛け、交通安全

に努めましょう。

◆青森市民交通安全行動の日の集い
時午前９時30分～午前10時

所イトーヨーカドー青森店　南側出入口付近

※終了後、店舗出入口付近で反射材をプレゼント！

　ぜひ、お越しください♪

　横断歩道では、横断する、または横断し

ようとする歩行者がいる場合、車両等は一

時停止しなければいけません。

　これは、マナーではなく、ルールです！

★横断歩道は歩行者優先

問生活安心課（☎017－734－5258）

止
の
た
め
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◆
体
調
が
悪
い
と
き
は
利
用
を
控

え
る
／
時
間
・
場
所
を
選
び
、

譲
り
合
う
／
人
と
人
と
の
間
を

空
け
る（
最
低
1
ｍ
）／
こ
ま
め

な
手
洗
い
を
す
る

問
公
園
河
川
課

　
（
☎
017
―
752
―
８
３
４
２
）

横断歩行者は
ハンド＆サンクス
（合図とお礼）を！

ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
資
格
取

得
助
成
金
を
支
給
し
ま
す

　

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
及
び
日
本

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
公
認
ス

ポ
ー
ツ
指
導
員
の
資
格
取
得
を
目

指
す
か
た
に
、
取
得
に
係
る
科
目

受
講
料
相
当
額
の
助
成
金
を
支
給

し
ま
す
。

対
次
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す

か
た

　

申
請
時
に
本
市
に
在
住
す
る
か

た
／
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学

校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学

校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及

び
高
等
専
門
学
校
の
教
員
で
は

な
い
か
た
／
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
等
で
指
導
に
当
た
っ
て

い
る
か
た
／
取
得
後
、
各
協
会

に
指
導
者
と
し
て
登
録
す
る
意

思
の
あ
る
か
た
／
取
得
後
、
市

の
要
請
に
応
じ
、
ス
ポ
ー
ツ
振

興
事
業
等
に
協
力
で
き
る
か
た

／
職
業
ス
ポ
ー
ツ
従
事
者
で
な

い
か
た

※
助
成
対
象
と
な
る
受
講
料
は
、

本
年
度
中
に
申
込
み
を
し
た
も

の
に
限
ら
れ
ま
す
。
詳
細
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
問
９
月
30
日（
金
）ま
で
に
、
地

域
ス
ポ
ー
ツ
課
（
☎
017
―
718
―

１
４
３
１
）
へ

不
要
な
毛
布
を

　
　

お
譲
り
く
だ
さ
い

　

不
要
と
な
っ
た
シ
ン
グ
ル
サ
イ

ズ
の
毛
布
を
申
し
受
け
、
災
害
時

の
避
難
所
開
設
用
と
し
て
備
蓄
し

て
い
ま
す
。

　

毛
布
を
ご
寄
附
い
た
だ
け
る
か

た
は
、
本
庁
舎
２
階
危
機
管
理
課

ま
た
は
浪
岡
庁
舎
２
階
浪
岡
振
興

部
総
務
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

（
受
付
日
時　

平
日　

午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
）

※
毛
布
は
、
使
用
済
み
の
も
の
や

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
な
い
も

の
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

問
危
機
管
理
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
０
５
９
）

　

４
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
水
道

部
か
ら
委
託
を
受
け
た
調
査
員

（
「
漏
水
調
査
員
」
の
腕
章
着
用
）

が
漏
水
調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査

箇
所
は
道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る

水
道
管
か
ら
各
家
庭
の
敷
地
メ
ー

タ
ー
ま
で
で
す
。
調
査
は
宅
地
の

中
に
入
っ
て
行
い
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
水
道
部
施
設
課

　
（
☎
017
―
777
―
４
２
５
５
）

宅
地
内
の
水
道
管
漏
水
調

査
に
ご
協
力
を
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納
期
限
の
お
知
ら
せ

　

今
月
分
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

く
市
税
等
の
納
期
限
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。
※
口
座
振
替
の
場
合
は

納
期
限
日
が
引
き
落
と
し
日
に
な

り
ま
す
。

【
６
月
30
日
（
木
）
納
期
限
】

①
市
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

第
１
期
分

②
児
童
保
育
負
担
金
（
保
育
料
）

第
３
期
（
６
月
）
分

③
市
営
住
宅
使
用
料
６
月
分　

④
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
６
月
分

⑤
放
課
後
児
童
会
負
担
金
６
月
分

【
７
月
11
日
（
月
）
納
期
限
】

⑥
市
・
県
民
税
（
給
与
特
別
徴
収

分
）
６
月
分

問
①
・
⑥
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

②
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
０
）

　

③
・
④
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
５
７
２
）

　

⑤
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）

「
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
に

関
す
る
重
要
な
お
知
ら
せ
」

を
郵
送
し
て
い
ま
す

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
受
給
か
ら

５
年
等
を
経
過
し
た
場
合
に
減
額

さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
、
届
出
に
よ
り
こ
れ
ま

で
と
変
わ
ら
ず
手
当
を
受
給
で
き

ま
す
。

　

対
象
者
に
「
児
童
扶
養
手
当
の

受
給
に
関
す
る
重
要
な
お
知
ら

せ
」
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、

内
容
を
ご
確
認
の
上
、
現
況
届
の

提
出
の
際
に
併
せ
て
届
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
受
付
は
、
土
・
日
、
祝
日
を

除
く
８
月
１
日（
月
）か
ら
31
日

（
水
）ま
で
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
４
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

　

県
で
は
、
４
月
１
日
現
在
の
自

動
車
の
所
有
者
に
、
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

忘
れ
ず
に
、
納
め
て
く
だ
さ
い
。

問
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

　
（
☎
017
―
734
―
９
９
７
４
）

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期

限
は
６
月
30
日（
木
）で
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
か
た
へ

　

令
和
４
年
７
月
分
か
ら
令
和
５

年
６
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
申
請
と
納
付
猶
予
申
請

を
、
７
月
１
日
（
金
）
か
ら
受
付

し
ま
す
。

対
申
請
免
除
制
度
…
学
生
以
外
で

所
得
が
低
い
な
ど
の
経
済
的
理

由
や
、
失
業
な
ど
の
理
由
で
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
か
た

　

納
付
猶
予
制
度
…
50
歳
未
満
の

か
た
で
、
失
業
・
無
職
な
ど
の

理
由
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
か
た

備
免
除
・
猶
予
期
間
は
、
公
的
年

金
の
受
給
資
格
期
間
と
し
て
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
保
険
料
を
全

額
納
付
し
た
場
合
に
比
べ
受
け

取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま

す（
10
年
以
内
に
追
納
で
き
ま
す
）。

申
請
に
必
要
な
も
の
▼
個
人
番
号

が
わ
か
る
も
の
（
通
知
カ
ー
ド

ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）
ま
た
は
国
民
年
金
保
険
料

納
付
案
内
書　

※
本
人
以
外
が

申
請
す
る
場
合
…
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
書
類

※
失
業
が
理
由
の
場
合
…
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

※
支
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

申
問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
５
２
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

青
森
年
金
事
務
所

　
（
☎
017
―
734
―
７
４
９
５
）
へ

在
宅
要
介
護
者
に

紙
お
む
つ
を
支
給
し
ま
す

　

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
要
介
護

３
（
常
時
失
禁
）・
４
・
５
で
、
常

時
紙
お
む
つ
を
必
要
と
す
る
対
象

要
件
を
全
て
満
た
す
か
た
に
、
申

請
に
よ
り
、
紙
お
む
つ
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

対
象
要
件
▼
市
民
税
非
課
税
（
前

年
度
）
で
、
介
護
保
険
料
に
滞
納

の
な
い
こ
と
／
病
院
や
施
設
に

入
院（
入
所
）し
て
い
な
い
こ
と

※
支
給
決
定
し
た
か
た
が
一
時
的

に
入
院
し
た
場
合
は
、
そ
の
ま

ま
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
高
齢
者
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
２
６
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

　

介
護
保
険
施
設
に
入
所（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
含
む
）し
た
場
合
の
食

費
や
居
住
費
が
軽
減
さ
れ
ま
す

◆
特
定
入
所
者
介
護
（
介
護
予
防
）

サ
ー
ビ
ス
費
負
担
限
度
額
認
定

　

介
護
保
険
施
設
に
入
所
す
る
場
合

や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る

場
合
、
申
請
に
よ
り
食
費
・
居
住

費
の
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

対
象
者
▼
生
活
保
護
受
給
者
／
本
人

及
び
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

の
か
た
※
一
定
額
を
超
え
る
預
貯

金
等（
単
身
500
～
１
千
万
円
、
夫

婦
世
帯
１
千
500
～
２
千
万
円
）が

あ
る
場
合
や
世
帯
分
離
を
し
て
い

る
配
偶
者
が
市
民
税
課
税
の
場
合

は
対
象
外
。

申
請
に
必
要
な
も
の
▼
預
金
通
帳

（
申
請
日
の
直
近
２
か
月
前
ま
で

の
記
載
の
あ
る
も
の
）、
有
価
証

券（
証
券
会
社
や
銀
行
の
口
座
残

高
が
わ
か
る
も
の
）、
借
用
書（
借

入
金
や
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
負
債

が
あ
る
場
合
）

※
配
偶
者
の
い
る
か
た
は
、
本
人
と
配

偶
者
双
方
の
通
帳
等
が
必
要
で
す
。

問
介
護
保
険
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
６
２
）

介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
た
際

の
食
費
等
が
軽
減
さ
れ
ま
す

掲載の内容は、５月23日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

納税支援課　永澤
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